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子ども予防接種週間です！
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乳幼児期の子どもは病気に対する抵抗力が未発達なため、さまざまな感染症にかかります。そして、感染し
ていくことで病気に対する抵抗力をつけながら成長していくのです。
しかし、子どもがかかりやすい感染症は、かぜのように軽いものだけではありません。中には、確実な治療
法がなくて、深刻な合併症や後遺症をおこしたり、命を落としたりする危険がある病気もあります。
そうした感染症は、かからないようにまず予防することが大切です！

感染症を予防するために、安全で確実性の高い方法が、ワクチンの接種です。

そもそも“ワクチン”とは、どんなものなのでしょう？

私たちの身の回りには、細菌やウイルスによって引き起こされるさまざまな感染症があります。これらを防
ぐためにもっとも有効な手段が“ワクチン”です。
ワクチンは、感染症の原因となるウイルスや細菌を精製・加工して、病原性（毒性）を弱めたりなくしたり
して、体にとって安全な状態にしたものです。
感染症にかかってしまう前にワクチンを接種して、その感染症に対する抵抗力を作っておこうというのが
「予防接種」です。

4月からの入園・入学に備えて、
一度お子様の母子健康手帳の「予防接種の記録」をご確認
ください。
必要な予防接種をすませ、病気を未然に防ぎましょう。

朝日町障がい児リハビリテーション費用助成について
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朝日町では障がい児が言語や作業・理学療法などのリハビリテーションを受けた場合に月1,000円を上限に
助成を行っております。　平成25年4月から平成26年3月までに実施したリハビリテーションの領収証を添え
て、4月10日㈭までに保険福祉課へ申請してください。
なお、朝日町福祉医療費（乳幼児医療費）助成の対象となるリハビリテーションは対象外です。
問い合わせ先　保険福祉課　TEL377-5659

あさひライブラリーでは小さいお子さん連れの利用者に気兼ねなく図書館を利用していただけるよう

『赤ちゃんタイム』を始めます。この時間はいつもより泣き声やぐずる声が気になるかとは思いますが、

他の来館者の方々にもご理解・ご協力をお願いします。

日時：毎月第２・４水曜日　10時～正午まで　　※サービス開始は3月26日㈬からです

しかし、例年３月は廃車や譲渡等の手続が多く、特に県外で廃車等を行った場合、その
通知が４月の課税時期の直前又は課税後に通知されていたため、課税事務の煩雑化や誤っ
た課税が発生しやすい状況になっていました。
そうした状況を防ぐため、平成２６年の４月から軽自動車税の納期が４月から５月に変更

となりましたので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。（納付書は５月発送予定）
問い合わせ先　税務課　TEL377-5655

～税の申告は　　　　　　　までです～

軽自動車税の納期が４月から５月に変わります。


